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　東京帝国大学（現東京大学）の参考品

として制作され、現在日光来照宮宝物殿

（日光市山内2280）に保管され、作者不

明だった陽明門の模型は、壬生出身の日

光堆朱三代目・人見城民が彫刻を手掛け

たことが明らかになりました。

　この模型は、帝国大学が日本を代表す

る建造物を学術的に永久保存する意味

で、原型を1 /20に縮小し、当時それぞ

れの分野で優秀な者を集めて制作された

ものです。

　この機会に是非、東照宮宝物殿にて

「人見城民作・日光陽明門」をご覧くだ

さい。

-

〔W65/D55/H58センチ〕

日光東照嘉保管の模型

陽明門は人見賊民作
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シリーズ介護保険制度第3回

／
－

⑤

２

心

介護保険制勝加緬辿勢1ります

～要介護認定の申請は平成11年10月から～

介護保険ではどのようなサービスが利用できるのでしょう？

くくます、自宅にいて利用できるサービスについて、ご説明します》

認定された要介護度に応じて、１ヵ月あたりの介護保険から受けられる給付の限度額が決まり

　ます。（限度額は、平成12年２月頃決まる予定です）

　本人の希望や家庭の状況に応じて、左記の居宅サービスを組み合わせた介護サービス計画に基

　づき、サービスを利用します。利用したときは、原則的にかかった費用の９割が介護保険でま

　かなわれ、↓割が自己負担となります。

匹自己負担した１割について、所得等に応じて上限が設けられる予定です。

　《次に、施設に入所した場合について:、ご説明します》

☆要介護認定で「要介護１～５」に認定された方のみ、施設への入所ができます。

11認定された要介護度に応じて、１ヵ月あたりの介護保険から受けられる給付限度額が決まりま

　す。（要介護度ごとの限度額は、平成12年２月頃決まる予定です）

ニ入所している方の身心の状態に応じて、施設介護サービス計画を作成し、サービスを提供しま

　す。

UI原則的に、介護保険での給付にかかった費用の１割と、食費が自己負担となりますが、その自

　己負担した１割が一定の上限（所得等に応じて、上限が設けられます）を超えたとき、介護保

　険から払い戻されます。

年施設入所を希望する場合、下記の３種類の施設から選択します。

介護保険の対象となる施設

指定介護老人福祉施設　　　　　　日常生活で常に介護が必要で、在宅での

　（今までの特別養護老人ホーム）　適切な介護が困難な場合に人所

ﾀﾞ賢次器皿回）　ﾉﾆﾌﾞ宋白に犬に

介護療養型医療施設　　　　　　　万ﾂUにわたる療養や介護が必要な場合



★要介護認定で、「要支援」または「要介護」と認定された方は、本人の

　住まいを拠点として、下記のサービスが利用できます。

●家庭を訪問するサービス

　　訪問介護(ホームヘルプサーピス)……ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身の回りの援助をする。

　　訪問入浴サービス………………………巡回入浴車で家庭を訪問しての入浴介護。

　　訪問看護サービス………………………主治医の指示により、看護婦や保健婦が家庭を訪問し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護支援する。

　　訪問リハビリテーション………………主治医の判断にもとづき、理学療法士・作業療法士が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭を訪問し、機能回復訓練をする。

　　医学的管理療養などのサービス………医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の管理や指導をする。

●日帰りで通うサービス

　　通所介護（ディサービス）……………ディサービスセンターなどで食事・入浴・機能訓練を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。

　　通所リハビリテーション………………主治医の判断にもとづき、介護老人保健施設・医療機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関等に通い、日帰りで機能回復訓練をする。

●施設ヘー週間程度入所するサービス

　　ショートスティ(短期入所サービス)…介護を必要とする高齢者などを、介護施設で短期間介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　護する。

●福祉用具の貸与、購入や住宅の改修

　　福祉用具の購入…………………………福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の用具の購入。

　　福祉用具の貸与…………………………車いすや特殊ベッドなどの福祉用具の貸与。

　　住宅改修費の支給………………………家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　模な改修の費用を支給する。

●その他

　　痴呆の要介護者のためのグループホーム……共同生活を送る痴呆性高齢者に対する介護。（要支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　者は対象外です）

　　有料老人ホームなどでの介護…………有料老人ホームなどでの介護サービスも、介護保険の

　　　　　　　　　　　　　　　　　対象になる。

☆介護保険は、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、福祉・

　保健・医療サービスが総合的に受けられる仕組みをめずしています。

⑩次回は「保険料について」を掲載します。

　搾介護保険制度について、研修をご希望の団体は、人数の多少にかかわらずご相談ください。

３

ｊ

-

このコーナーに問する問い合わせは、民生部介護保険推進室へ　�81 － 1876 ・ 1877



下
水
道
で
快
適
な
生
活
を
。

　
屎
ぬ
圀ト
イ
レ
の
水
洗
化
は
３
年
以
内
に

　
公
共
下
水
道
が
完
成
し
使
用
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
処
理
区
域
内
の
ご

家
庭
で
は
、
汚
水
を
直
接
公
共
下
水
道

へ
流
す
た
め
の
「
排
水
設
備
」
を
つ
く
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ト
イ
レ
は
、
公
共
下
水
追
加

使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
日
か
ら
３

一 一排水設備の設置例

年
以
内
に
、
公
共
下
水
道
に
直
接
流
す

水
洗
ト
イ
レ
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
（
下
水
道
法
弟
ぃ
１
１
条
の
３
）

　
な
お
、
処
理
区
域
内
で
は
、
水
洗
ト

イ
レ
に
し
な
い
と
家
屋
を
新
築
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
（
建
築
基
準
法
弟
3
1

条
）
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。みんなの下水道です。大切に正しく使いましょう。

宅地内の排水設備は、使用者が維持管理することになり

ます。分流式の下水道で堰ので、汚水管には、ぜったい

雨水を入れないでください。

％

　ｔ

　トイレにものを流さない

　トイレットペーパー以外のものを絶対

流さないでください。新聞紙やビニール

なごは水に溶けません。これくらいは、

％

　ｔ

　油を流さない

　料理のあとの油類は、紙でふきとって

ゴミといっしよに捨てましよう。石けん

l'iEiiiiぷ
　家庭の生コミは必ずゴミ箱へ、排水管

がつまる原因／

という気持ち

がつまりのも

と。トイレは

つまると修理

するのが大変

です。

と水と油が化

合すると凝固

して、下水道

管をつまらせ

ます。

●
　４

｜
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排
水
設
備
工
事
の
事
務
手
続
き

依
頼
者
は
「
指
定
工
事
店
」
に
直
接
工
事
の
中
し
込
み
を
し
ま
す
。

回
指
定
工
事
店
が
現
地
調
査
、
設
計
、
見
積
り
を
し
ま
す
か
ら
便
器
の
種
類
、
施
工
方
法
、
費
用
、

　
支
払
い
条
件
な
ど
を
十
分
に
打
合
わ
せ
を
し
て
下
さ
い
。
そ
の
後
契
約
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

「
指
定
工
事
店
」
は
工
事
の
確
認
申
請
書
を
作
成
し
、
町
に
提
出
し
ま
す
。
。

づ
書
類
の
作
成
、
提
出
は
指
定
工
事
店
が
代
行
し
ま
す
。

白
確
認
申
請
書
に
は
、
依
頼
者
の
押
印
が
必
要
で
す
。

町
で
は
、
申
請
書
を
も
と
に
施
工
方
法
が
適
正
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
工
事

の
許
可
を
し
ま
す
。

ご
審
査
に
合
格
す
る
と
、
工
事
計
画
確
認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

・
確
認
を
受
け
た
あ
と
で
な
け
れ
ば
、
工
事
に
着
手
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
指
定
工
事
店
」
は
工
事
に
着
手
し
ま
す

ペ
ト
イ
レ
、
台
所
、
浴
室
な
ど
の
排
水
口
か
ら
公
共
ま
す
ま
で
の
間
の
排
水
管
や
ま
す
の
工
事
を
し

　
ま
す
。

三
既
設
便
槽
内
の
く
み
取
り
の
依
頼
は
指
定
工
事
店
と
相
談
し
、
便
槽
の
清
掃
、
消
毒
を
し
た
あ

　
と
土
砂
で
埋
め
ま
す
。
（
浄
化
槽
の
廃
止
も
同
様
で
す
が
、
土
砂
の
埋
め
も
ど
し
は
必
要
に
応
じ

　
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
）

乙
水
洗
ト
イ
レ
の
便
器
と
給
水
タ
ン
ク
を
据
え
つ
け
、
給
水
管
の
配
管
を
行
い
ま
す
。

’
工
事
に
必
要
な
日
数
は
、
一
般
の
住
宅
の
場
合
２
～
３
日
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
う
ち
、
ト
イ
レ
が

　
使
用
で
き
な
い
の
は
半
日
程
度
で
す
。

「
指
定
工
事
店
」
は
工
事
終
了
後
、
工
事
完
了
届
を
町
に
提
出
し
ま
す
。
・

町
は
工
事
完
了
届
に
よ
り
完
了
検
査
を
し
ま
す
　
検
査
に
合
格
す
る
と
検
査

済
証
を
交
付
し
ま
す
。

四
完
了
検
査
は
、
計
画
書
ど
お
り
に
工
事
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
も
の
で
す
。

一
完
了
検
査
の
と
き
、
工
事
の
手
直
し
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
検
査
済
標
は
、
玄
関
な
ど
の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

］
工
事
費
の
支
払
い
を
し
ま
す
。

申
請
者
（
依
頼
者
）
は
下
水
道
使
用
開
始
届
を
町
に
提
出
し
、
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

工
事
不
良
が
原
因
で
発
生
し
た
故
障
は
、
施
工
後
１
年
以
内
に
限
り
施
工
者

が
無
償
で
修
理
し
ま
す
。

４
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